
研

究

ノ

ー
ト

一

連
の
偽
造
預
金
証
書
事
件
に
つ
い
て

働く

金
融
不
祥
事

発
生

の
メ
カ

ニ
ズ

ム
を
探
る

橋

本

光

憲
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目

次
八

マ
ネ

ジ

メ

ン
ト

・
リ

ス

ク

九

シ

ス

テ

ム

・
リ

ス

ク

お

わ

り

に

当
初
、

論
者

は
金

融

不
祥
事

を

め
ぐ

る

論
議

で
問

題

な

の
は
、

不

祥
事

発

生

の
具
体

的

な

メ

カ

ニ
ズ

ム

と
な

っ
て

い
る
、
架

空

名

義

定

期

預
金

証
書

の
作
成

を

許
す

内

部
事

務

処

理

の
弱

点

や
、

役

席

者

に
よ

る

偽
造

質
権

設

定
承

諾
書

の
発

行

を
看

過

す

る

シ

ス
テ

ム
上

の
リ

ス
ク

に

つ
い
て

の
視

点

が
欠

け

て

い
る

こ
と

で
は
な

か

ろ

う

か
、

と
指
摘

し
た
。

今

日
、

銀

行

が
抱

え

る

リ

ス

ク

は

ま

す

ま

す

多

様

化

し

て

い

る
。

こ
れ
を

一
般

に
金

融
リ

ス
ク

と
称

す

る

が
、

そ

の
分
類
方

法

も

い
ろ

い
ろ
あ

る
11
。

本

稿

の
中

で

こ
れ
ま

で
挙

げ

て
来

た
事

例

は
経

営
管

理
リ

ス
ク

と
位
置
付

け
ら

れ
よ

う
。

そ

の
中

で
、

前

記

の
内

部
事

務

処

理

の
弱

点

を
経

営

リ

ス
ク

(
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

・
リ

ス

ク
)
、

後

者

の
シ

ス
テ

ム
上

の
リ

ス
ク
を
事

務

リ

ス
ク

・
電

算

シ

ス
テ

ム
リ

ス

ク
を
併

せ
た

シ

ス
テ

ム

・
リ

ス
ク

と
名

付

け

る

こ

と
と
し
よ

う

。

本

稿

で
は

新

た

に
問

題

と
な

っ
た
事

項
を

「
キ
ー

ワ
ー

ド
」

と

し

て
示
し

た
。

こ
れ

を

次

に
順

に
挙

げ

る
。

協

力

預
金
、

他
行

預
金

担

保
融

資

、

支
店
長

印

の
管

理

徹
底

(無

断
盗

用

防

止
)
、

決

裁

文
書

の

二
重

チ

ェ
ッ
ク
、

預
金

証

書

の
請

求

.
廃
棄

、

ア
ウ
ト

プ

ッ
ト
資

料

の
充

実
、

担
保

の
差

し

換

え

以

下
で

は
、

こ
れ
ら

の
キ

ー

ワ

ー
ド

を

マ
ネ
ジ

メ

ン
ト

・
リ

ス

45ー

ク

と

シ
ス
テ

ム

・
リ

ス
ク

に
分

類

し
、
問

題
点

と
対

応
策

を
検

討
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し
、

金

融

不

祥
事

発

生

を
許

し
た
構

造

に
迫

っ
て

み
よ
う
。

ω

金

融
制

度

調
査

会

・
金

融

リ

ス

ク
専

門

委
員

会

報
告

書

「金

融

リ

ス
ク

と
そ

の
対

応

に

つ

い
て
」

一
九

八
九

・
五

・

一
二
。

八

マ
ネ

ジ

メ

ン
ト

・
リ

ス

ク

企

業

の

具

体

的

活

動

全

体

を

指

し

て

経

営

(餌
α
b
P
一『
二
ω
骨
「
餌
叶
一〇
口
)

と

い
う

が
、

こ

れ

を

管

理

(ヨ
き

蝉
σq
Φ
ヨ
Φ
碁

)

と
作

業

[
執

行

]

(o
O
Φ
『
餌
ぼ
o
コ
)

の

二

つ

に

分

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

マ
ネ

ジ

メ

ン
ト

の
業

務

を

行

う

の

が

管

理

者

で

あ

り

、

ト

ッ
プ

・
マ
ネ

ジ

メ

ン

ト

(
経

営

者

)
、

、こ
ド

ル

・
マ
ネ

ジ

メ

ン
ト

(中

間

管

理

者

、

部

課

長

ク

ラ

ス
)
、

ロ

ワ

ー

・
マ
ネ

ジ

メ

ン
ト

(
監

督

階

層

)

に

分

か

れ

る

。

豫

め

断

っ

て

お

か

な

け

れ

ば

い
け

な

い
が

、

先

に
示

し

た

「
キ

ー

ワ

ー

ド

」

の

対

象

事

象

は

経

営

の
特

定

の
管

理
者

層

に

か

ら

む

リ

ス

ク

と

簡

単

に

割

り

切

る

こ

と

は

困

難

か

も

知

れ

な

い
。

ま

た

、

個

々

の

ケ

ー

ス
は

マ
ネ

ジ

メ

ン
ト

・
リ

ス

ク

と
事

務

シ

ス

テ

ム

上

の
リ

ス

ク

と

か

ら

み
合

っ
て

い
る

こ

と

も

考

え

ら

れ

る
。

こ

れ

ら

の

問

題

点

を

、

以

下

順

に
検

討

す

る

。

の
協
力
預
金

協
力
預
金

と
は
根

の
深

い
問
題

で
あ
る
。
全
国
銀
行

の
取
り
ま

と
め
機
関

で
あ
る
全
国
銀
行
協
会
連
合
会

(全
銀
協
)

で
も
対
策

の
最
初

の
項
目
に
挙
げ

て

い
る
位
で
あ
る
。

そ

も

そ

も

「
協

力

預

金

」

と

は

何

で

あ

ろ

う

か
。

『
新

版

・
金

融

霧

翼

』

(
死

九

五
)

に
は

そ
う

い

っ
た

項

目

は

な

い
・

蜘

ま

た

、

似

た

よ

う

な

言

葉

で

あ

る

「
紹

介

預

金

」

に

つ

い
て

も

、言

及

が

な

い
。

先

の
全

銀

協

の

対

策
・の

詳

細

を

見

る

と
、

次

の
よ

う

な

説

明
、

が

あ

る

。

◇

協

力

預

金

の
自
粛

富

士

銀

の
大

阪
府

民
信

組

へ
の
預
金

紹

介

や
富

士
、
東

海

、

旧

埼

玉

銀

(現

協
和
埼

玉

銀
)
に
お

け
る

偽
造

預
金

証
書

発

行
な
ど

、

今

回

の
事

件

発
生

の
背

景

に

不
適

切
で
過

度

の
協

力

預
金
要

請

が

あ

っ
た

こ
と
を

反

省
。

顧
客

が
、

ノ

ン
バ

ン
ク

な
ら

び

に
他

の
金

融
機

関

か
ら

融
資

を
受

け

て
ま

で
行
わ

ざ

る
を
得

な

い
よ
う

な
協

力

預
金

は
、

顧
客

に
過

当
な
負

担

を
与

え
る
恐

れ

が
あ

り
、

自
粛

す

る
。

こ

こ

で
は

「
預
金

紹
介

」

と
あ

る
が
、

他

に
紹
介

し

た

預
金

が

「
紹

介

預
金

」

で
あ

る

こ

と
が
分

か
る
。

こ

の
場
合

、

紹
介

者

が

金

融
機

関

で
な

い
時

に
、

被
紹

介
者

に
謝

礼

[あ

る

い
は

逆

ザ
ヤ

の
補

填
]

と
し

て
、

裏

手

数
料

を

払
う

こ
と

が
あ

る
。

「
紹

介

預

金
」

に
類

似
し

た

も

の

と
し

て

「
導

入

預

金
」

が
あ

る
。

こ
れ

に
は

れ

っ
き

と

し
た
定

義
幻
が
あ

る

(次
記
)
。

導

入
預

金

「
預
金

等

に
係

る
不

当
契
約

の
取
締

に
関

す

る
法
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律

」
に
よ

り
禁

止
さ

れ
、
か

つ
罰

則

の
対
象

と
な

る

預
金

の
こ

と
。

次

の

二

つ
の
形
態

が
あ

る
。①

預
金
者

が
、
そ

の
預
金

に

つ
い
て
、

特

定

の
第

三
者

と
通

じ
、

金

融
機

関

を
相

手
方

と
し

て
、

そ

の
預

金

を

担

保

に
提

供
す

る

こ
と
な

く
、

預
金

者

の
指

定
す

る
特
定

の

第

三
者

に
対

し

て
資

金

の
融

通

(ま

た

は
第

三
者

の
た

め

の
債

務

の
保

証
)

を
す

る

こ

と
を

条

件

と
し

て
預

入

れ
た

預
金

。
②

金

融

機

関

に
預
金

を
す

る

に

つ

い
て
媒

介

を
す

る
者

(導

入
屋

・
媒

介

者
)

が

預
金
者

に
対

し

て
特

別

の
金

銭

上

の
利

益

を
得

さ

せ

る
目

的

で
、

特
定

の
第

三
者

と
通

じ

(ま

た

は

媒

介

者

自

身

の
た

め

に
)
、

そ

の
預
金

を

担

保

と
し

て
提

供
す

る

こ

と

な

く
、

当

該
金

融
機

関

に
媒

介

者

の
指
定

す

る
特
定

の
第

三
者

(も

し

く

は
媒
介

者

自

身

)

の
た

め
に
債

務

の
保
証

を
す

る

こ

と
を
条

件

と
し

て
預

入

れ
た

預
金

。

[参
考

]
裏

利

裏

利

貸

付
金

の
利
息

に

つ
い
て
は
、

利
息

制

限

法

お
よ

び
臨

時

金

利

調
整

法

に
よ

っ
て
利

率

の
最
高

限

度

が
定

め
ら

れ

て

い
る

が
、

こ

の
制

限

を

く

ぐ

る

た

め
契

約

の
表

面

上

の

利

息

の
ほ

か

に
、

特
約

(裏

契
約

等

)
に
よ

っ
て
定

め

る
利
息

の
こ

と
を

い
う
。

裏

日
歩

と
も

い
わ
れ

る
。

礼

金

・
割

引
料

・
手

数

料

・
調

査
料

な

ど

の
名

目
を
用

い
る

こ
と
も

あ

る
が
、

い
ず

れ
も

脱

法

行
為

で
あ

る
。

導

入
預
金

で
も
、

契
約

上
の
金
利

と
は

別

に
預
金

者

が
第

三

者

か

ら
受

取

る
上
乗

せ
預
金

利
息

相

当
分

を
裏

利

と

い
う

こ
と
が

あ

る
。

い
ず

れ

も

や
や

こ
し

い
内
容

で
あ

る
が
、

先

に
説

明
し

た

「
紹

介

預
金
L

の
後

段

の
部

分

は
、

「導

入

預
金

」

に
当

た

る

と

い
う

こ
と
で
あ

ろ

う
。

で
は
、

結
論

を

急

ぐ
前

に
、

こ
れ
ま

で

に
説

明
し

た
ケ

ー

ス
か

ら

「
協

力

預
金
」

に
関
す

る
問

題

を
拾

っ
て

み
る

と
、

本

論

の
前

半

は
富

士

・
旧
埼

玉

・
東

海
架

空

預

金

事

件

を

対

象

と
し

て

お

り
、

協

力

預
金

に
は

該
当

し

て

い
な

い
。

後

半

の
興

銀

の
ワ
リ

コ

ー

担
保

融
資
事

件

・
東

洋
信

用

金
庫
事

件

は
、

一
特

定

顧
客

の
割

引
金

融

債
券

(
ワ
リ

コ
ー
)

を

担
保

に
逆
ざ

や

の
融
資

を
続

け

た

こ
と

で
、

同
破
産

管

財

人
か
ら

日
本

興
業

銀
行

と
系

列

ノ

ン
バ

ン

ク

の
興

銀

フ

ァ
イ

ナ

ン

ス
が
総

額

二
〇
億

円

の
損
害

賠
償

を
求

め

る
訴

訟

を
起

こ
さ

れ

て

い
る
。

そ

の
点

で
、

内

容

は

「
協

力

預
金
」

の
問

題

と
変

ら
ず

、

し

か

も
興

銀

頭

取

か
ら

大
阪
支

店

副
支

店
長

ま

で
か
ら

ん

で

い
る

こ

と

か
ら
、

マ
ネ

ジ

メ

ン
ト

の
中

核

で
あ

る
経

営
者
、

中

間
管

理
者

の

杜

撰

な
管

理
が
生

ん

だ

マ
ネ

ジ

メ

ン
ト

・
リ

ス
ク

の
最

た

る
も

の

と

い
え

る
。

「
協

力

預
金

」
の
問

題

に

つ

い
て
は
、

筆

者

の
別

の
論

文
鋤
で
、

「
富

士

銀
行

と
大
阪
府

民

信
組

問

題
」

と
し

て
採
り

上
げ

て

い
る

の
で
、

以

下

一
部

を

引
用
す

る
。

前
掲

の
日
本

経
済

新

聞

の
記
事

(
一
九
九

一
・
五

・
二

四
)

に

よ

る

と
、
富

士
銀

行

は

五
月

二
三

日
、

東

京

と
大
阪

で
同
時

に
記

者

会
見

し
、

大
阪
府

民

信

用
組

合

問
題

に
伴

う
役
員

の
減

俸

な

ど

を

発
表

し

た
。

同

行

は

こ
れ

に
関
連

し
、

す

で

に
端

田
泰

三
会
長

147
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兼

頭

取

が

頭

取

を

退

き

会
長

専

任

と

な

る

人
事

を

内

定

し

て

い

る
。

イ
ト

マ
ン
問
題

の
中

心
人
物

で
あ

る

伊
藤
寿

永

光
イ
ト

マ

ン

元

常

務
ら
特

定

企
業

へ
の

大

ロ
融
資

が
問
題

と
な

っ
て

い
る
同

信

組

に
対
し
、

預
金

を
紹

介

し

て

い
た
責

任

を
明

確

に
し

た
、

と

い

う

。二
三

日
記
者

会
見

し

た
富

士
銀

の
山
本
恵

朗

常

務

は

「
運
用

実

態

を

承

知
し

な

い
で
預
金

の
紹

介

を
し

た

の
は
遺

憾
」

と
、

素

人

で
も

信

じ
ら

れ

な

い
よ

う
な

コ
メ

ン
ト

を

述

べ
た
。

こ

の
点
、

近
刊

の

『
日
経

ビ
ジ

ネ

ス
』

誌

(
一
九

九

一
年

六
月

一
日
号
、

一
五
ぺ
ー

ジ
)
は

「
ト

ツ
プ

の
暴

走

は

止

め
ら

れ

る

か
」

の
特

集

の
中

で
、
取
締

役

の
責

任
-

物

申

さ

ぬ
事

後
承

認
集

団

「
富

士

銀
は

取
締

役

会
抜

き

の
大
阪
戦

略
」

と
、

次

の
よ

う

に
指
摘

し

へ

　

イ
、
㌧
る

実

は
、

富

士
銀

は

大
阪

地
域

で

の
営
業

拡

大

を
目

指
し
、

大
阪

府

民
信

組

を
核

に

五
信

組
合

併
構

想

を

ひ
そ

か

に
進

め

て

い
た
。

だ

か
ら

、
一
、
○
○

○
億

円

台

の
預
金

し

か

な

い
府

民

信
組

に

一
、

三
〇

〇
億

円
も

の
預
金

紹

介

と

い
う
異

常

な

の
め
り

込

み
が

起
き

た
。

ト

ッ
プ

し
か

知

ら
な

い
経

営
戦

略

の
重

要
事

項

な

の
で
、

四

〇

人

の
全

役
員

は
言

う
ま

で
も

な

く
、

責

任
を

取
ら

さ

れ
る
常

務

ク

ラ

ス
で
も

知
ら

な

か

っ
た

と

い
う
。

「
問

題

が
表

面

化
す

る
昨

年

の
秋

よ
り

前

の
段

階

で
は
、

取
締

役
会

で

一
切
議

論

は

な

か

っ
た
。

大

ロ
預
金

紹

介

は
支
店

の

日
常

業

務

の
延
長

で
そ

う

な

っ
た
だ

け

で
、

取
締

役

会

の
議

題

と
は
言

え

な

い
。

だ

か
ら
責

任
問
題

や
善

後
策

が
議

論

さ
れ

る

こ

と
も
な

い
L
l

同
行

の
元
常

務

の
証
言

だ
。

大
阪

地

域

で

の
営

業

拡

大
戦

略

(
大
阪
府

民
信
組

を

核

と
す

る

五
信

組

合
併

構

想
)

を
、

取
締

役
会

は

お

ろ
か
、
常

務

ク

ラ

ス
に

も

知
ら

せ
ず

進

め
て

い
た

と
す

れ

ば
、
端

田
頭

取
を
中

心
と
す

る

中

核

メ

ン
バ
ー

の
経
営
責

任
は

誠

に
重

い
も

の
が
あ

る
。

そ

れ

が

ま

か
り

通

る
組

織

風

土
が
醸

成

さ

れ

て

い
た

と
す

れ
ば

、

経
営

理

念

・
経

営
倫

理

の
欠

如

で
あ
り
、

ま
さ

に

マ
ネ

ジ

メ

ン
ト

・
リ

ス

ク
そ

の
も

の
で
あ

る
。

こ

の
背

景

説
明

に
、
富

士
銀

行

の
不
良

資
産

を
含
・む

経

営

実
態

を

調
査

し
た

日
本

銀
行

の
考

査

関
係

資

料

(
一
九
九

三
年

一
月

一

九

日
付
、

外

部

流

出

資

料
)
の
が
参

考

に

な

る

の

で
、

一
部

を

引

用
す

る
。

富

士
銀

行

は

一
九

八
〇

年
代

後
半

の
バ
ブ

ル
経
済

の
時

代

に
、

そ
れ

ま

で

の
行

風
か
ら

一
変

し
、

積

極

的

な
攻

め

の
経

営

に
転

じ

た
。

独
自

の
効

率

経
営

で
収
益

ナ

ン
バ
ー

ワ

ン

の
座

を

固

め
た
住

友

銀

行

に
対

す

る
強

烈

な

ラ

イ

バ

ル
意

識

が
あ

っ
た

と
言

わ

れ

る
。日

銀

は
リ

ス
ク
を

「
信

用
リ

ス
ク
」

「
価
格
変

動

リ

ス
ク
」

「
金

利

リ

ス
ク
」

「
流

動

性
リ

ス
ク
」

「
経
営

リ

ス
ク
」

「外

的

リ

ス
ク
」

「
シ

ス
テ

ム
リ

ス

ク
」

の

七

つ
に
分
類

し

て

い
る
が
、

富

士
銀
行

の
軌

跡
は
、

こ

の
う

ち
、

「
経
営

判

断

の
誤
り

や

役

員

の

不

正

・

事

故

な
ど

銀

行
業

務

を
扱

う
主

体

で
あ

る

銀
行
経

営
者

及
び
職

員
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に
帰

属
す

る

ミ

ス
L

を
意

味

す

る
経

営

リ

ス
ク

(
マ
ネ

ジ

メ

ン
ト

リ

ス
ク
)

の

好
例
だ

と

い
う

の
だ
。

資

料

は

●

特

に
、

御

行

は
、

不
動
産

・
財

テ

ク

に
傾

斜

し
た

営
業

活

動

を

展

開

し
、

不
良
資

産

の
急
増

を
招

い
た

の
み
な

ら
ず
、

営
業

店
幹

部
職

員

が
関

与

し

た

不
祥
事

の
頻

発

に
よ
り

社
会

的

信
頼

を

大
き

く
損

う

な
ど
、

創
業

以
来

一
一
〇
年

を
超

え

る
御

行

の
歴

史

の
な

か

で
、

か

つ
て
経
験

し
た

こ

と
が
な

い
程

の
厳

し

い
事
能
心に
直

面

へ

む

し

て

㌧
る

と
し
、

銀
行
経

営

者

の
判

断

ミ

ス
が
あ

れ

ば

一

一
〇
年
余

の
歴
史

を
有

す

る
都

銀

上

位
行

で
も
、

そ

の
経

営

に
大
き

な
影

響

を
与

え

る

こ
と
を
指

摘

し

て

い
る
。

そ

し

て
、
富

士
銀

行

が

取

っ
て
き

た

対

策

の

不
十

分

さ

を

指

摘

、

次

の
よ

う

な
対
策

(後
記

以
外

は
省

略
)
を
提

案
し

て

い
る
。

ま

ず
、

審

査

の
基
本

的

な
考

え
方

に

つ
き
、

こ
れ
ま

で

の
協

力

預
金
等

の
取

引

メ
リ

ッ
ト

が
あ

り
、

担

保

が
十

分

と
す

れ

ば
、

そ

れ

で
よ

し

と
す

る

(所

謂

"
メ

リ

担

主

義
"
)

風

潮

を

改

め
、
企

業

の
成
長

性
、

経

営
者

の
能

力

・
識

見

・
事

業

計

画

の
妥

当

性
、

返
済

財
源

の
確

実

性
を
十

分

に
検

討
す

る

"
事

業

金

融
的

発
想

"

を
関

係
職

員

に
徹
底
す

る

必
要

が
あ

る
。

「
協

力

預

金

」

の
具

体

的

な

姿

に

つ

い
て

は
、

別

の
記

事
馴
に

詳

し

い
の
で
、

こ
れ

も
見

て
み
よ

う
。

今

回

の
不

正
融
資

事

件

の

"
温
床

"

と
な

っ
た
協

力

預
金

に

つ

い
て
、

そ

の
実
態

が
ど

う
だ

っ
た

か
検

証
し

て

み
よ

う
。

ノ

ン
バ

ン
ク

の
預
金

担
保

ロ
ー

ン
は
元

来
、

銀
行

の
決
算

対
一策

と
し

て
使

わ
れ

て
き

た
。

取

引
先

が
ノ

ン
バ

ン
ク

か
ら

お
カ

ネ

を

借
り

入

れ
、

そ
れ

を

預
金

し

て

銀
行

の
資

金
量

競

争

に
協

力
す

る

と

い
う

も

の
で
あ

る
。

し

か
し

、

バ
プ

ル

の
時

代

に
お

い
て

は

不

動
産

取

引

等

の
紹
介

料
、

情

報

料

を
収
益

に
変

換
す

る
テ

ク

ニ

ッ

ク

と
し

て
用

い
ら

れ
た
。

銀
行

は

不
動
産

仲
介

手

数
料

を

取
れ

な

い
た

め

で

あ
る
。

不
動
産

情

報

の
紹
介

先

が
売

り

手
、

買

い
手
本

人

で
あ
る
場

合

に
は
、

売

り

手

に
低

利

預
金

を

入
れ

さ
せ

た
り
、

買

い
手

に
不
動

産

を

担
保

に
カ
ネ

を
貸

し
付

け
た

り

で
き

る
。

だ

が
、

例

え

ば
相

手

が

不
動
産

仲

介
業

者

の
場

合

は
、

自

ら
資

産

が
あ

る
わ

け

で

は

な

い
か
ら
、

直

接
的

な

融
資

や
預
金

協

力

は
求

め

に
く

い
。

公
認

会
計

士
や

税

理
士
、

保

険
代

理
店
、

ゴ

ル

フ
会

員
権

業

者
相

手

の

場

合

も

同
様

だ
。

こ
う
し

た

と
き

に
、

ノ

ン
バ

ン
ク

の
預
金

担
保

ロ
ー

ン
が
使

わ

れ

る
。

A

銀
行

に

"
お

礼
"

を

し

た

い
B
氏

は
、

A
銀

行

の
担

当
者

と

と
も

に

ノ

ン
バ

ン
ク
を

訪

れ
、

金

利
を
先

払

い
し

て
融
資

を
受

け

る
。

お

カ

ネ

は
A

銀
行

の
B

氏

の

ロ
座

に
振

り
込

ま

れ
、
全

額

通

知

預
金

な

ど

に
組

ま
れ

る
。

即

座

に
預
金

証
書

と
質

権

設
定

承

諾

書

が

ノ

ン
バ

ン
ク

に
担
保

と
し

て

入
れ
ら

れ

る
。

銀
行

と
ノ

ン
バ

ン
ク
は

ノ

ー
リ

ス
ク
で
金

利

の
サ
ヤ

が
抜

け

る
と

い
う

仕
組

み
だ
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一連 の偽造預金証書事件 について(後)

(質

権

設
定

を

偽
造

し
、

誰

か

が
勝
手

に

預
金

を

引

き

出
し

て
し

ま

っ
た

の
が
今

回

の
事

件
)
。

ノ

ン
バ

ン
ク

の
預

担

ロ
ー

ン
は

ピ

ー

ク
時

に

一
兆

円

を
超

え

て

い
た

と

み
ら

れ
る
。

あ

る
本

の
で
は
、

住

友

銀

行

が

収

益

ナ

ン
バ

ー

ワ

ン
の
座

に

つ

い
た

大
き

な

理
由

と
し

て
、

協

力

預
金

と
ノ

ン
バ

ン
ク
が
収

益

向

上

の
切
り

札

だ

っ
た

の
だ
、

と
し

て
、

次

の
よ

う

な
図

を
描

い
て

み

せ
る
。

九
五
年

の
木
津

信
用

組
合

の
破
綻
時

に
、

三
和

銀

行

の
紹
介

預

金
η
が
再

度

問

題

と
な

っ
た
。

九

一
年

四
月

の
大
蔵

検

査

で
も

紹

介

預
金

は
好

ま
し

く

な

い
と
指
導

さ

れ
、

ピ
ー

ク
時
約

三
千
億

円

あ

っ
た
紹

介

預
金

は

九

二
年
十

月

で
残
高

ゼ

ロ
に
。

当
時

、

ベ
ス
ト

電
器

、

ハ
ウ

ス
食

品
、

積

水

ハ
ウ

ス
な
ど

八
社

が

三
和

銀

の
紹
介

で
木
津

信

組

に
預

け

入
れ

て

い
た
。

最

大

の
預

金

者

は

ベ

ス
ト
電

器

で
、

同
時

期

に
三
和

銀

の
紹
介

で
、

千

八
百

zo

万円 億円

1子 預

金

 

通

鯛

資

素

000万 円

の利子

3億5,000万 円 の

土地売 買 を計 画 し

その実行 を委託

銀行は土地売買を

銀行法で禁止され

ている

素通 しの ノンバ ンクを利用

して1.000万 円を手 に入 れる法

動

中介 手 数 料z,aao万 円

〔灘 薯誉二露調
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九
十
億

円
を

期

間

三
か
月

の
大

ロ
定

期

で
運
用

。

ハ
ウ

ス
食

品
も

同
じ

手

法

で

七
百
億

円

を
木
津

信

組

に

預
け

入
れ

て

い
た
。

こ
の

ほ

か
、

ダ

イ

エ
ー
、

ミ
ズ

ノ

な
ど

も

同
時

期
、

紹
介

預

金

に
応
じ

て

い
た
。

紹
介

預
金

は

一
般

に

大
手

金

融
機

関

の
仲

介

で
、

企
業

が
財

テ

ク
目

的

で
預

け

入
れ

る
高
金

利

の
大

ロ
預
金

。

一
定

の
格
付

け

を

取
得

し
た
企

業

は
、

コ

マ
ー

シ

ャ
ル

ペ
ー

パ
ー

で
低

利
資

金

を
調

達

し
、

大

ロ
定

期

で
運

用

す

れ

ば

利

ざ

や

を

稼

ぐ

こ

と

が

で
き

る
。

八
〇
年

代

後

半

か
ら
有

力

な
財

テ

ク
手

段

と
な

っ
て

い
た
。

ω

『
ニ

ッ
キ

ン
』
日
本
金

融
通

信

社
、
一
九

九

一
年

九

月

二
〇

日
。

②

『
新

版

・
金

融

実
務
辞

典
』

㈱

金

融

財
政
事

情

研
究

会
、

一
九

九

五
年
、

一

一
六

三
、

八
三
ペ
ー

ジ
。

㈹

橋

本

光
憲

「
最

近

の
銀

行

不

祥
事

件

を

め

ぐ

っ
て
」

『
国

際

経

営

フ

ォ
ー

ラ

ム
』

晦

3
、

神
奈

川

大
学

経
営

学

部
、

一
九

九

二

年

三
月

。

ω

「
日
銀
考

査

で

叱
責

さ

れ

た
富

士

銀

行
」

『
エ

コ
ノ

ミ

ス
ト
』

毎

日
新

聞

社
、

一
九

九

三

・
一

・
九
。

㈲

「富

士

銀

行

「
構

造

汚

染

」

の
深

淵
L

『
金

融

ビ

ジ

ネ

ス
』

東

洋

経
済

新
報

社
、

一
九
九

一
年

一
〇
月

号
、

一
八
ペ
ー

ジ
。

㈲

小
沼
啓

二

『
金

融
犯

罪

の

仕
組

み
』

光

文

社
、

一
九
九

一
年
。

ω

三

和

銀

行

の
紹

介

預

金

関

係

記

事

、

日

経

九

五

・

一
〇

・

一

四
、

一
八
、

二

一

『
ニ
ッ
キ

ン
』

九

五

・

一
〇

・
二
〇
等

。

⇔
他

行

預
金

担

保
融

資

次

の
キ

ー

ワ
ー
ド

で
あ

る

預
金

担

保

融
資

に

つ

い
て
見

て

み
よ

う
。

全

銀
協

の
対

策

で
は

次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

◇

他
行

預

金
担

保
融

資

他

行

預
金

を
担

保

と
し

た

融
資

は
真

に
や
む

を
得

な

い
場

合

と

し
、

原
則

応
じ
な

い
よ

う

に
し
た
。

行
う
場

合

は
、

預
金

証
書

、

通

帳

な
ど

の
真

正
性

を
発

行

銀
行

な

ら
び

に
承

諾
銀

行

に
確

認
す

る
。

担

保

の
差
し

換

え
時

に
は

一
時

的

に
も
無
担

保

に
な
ら

な

い

よ

う
留

意

す

る
。

こ
れ

と
関
連

し

て
、

預
金

の
譲

渡

・
質

入
れ

に

つ

い
て
も
申

し

合

わ

せ
を

し
た

(左
記
)
。

◇

預

金

の
譲

渡

・
質

入

れ

預
金

証
書

な

ど

は
他
者

へ
の
譲

渡

・
質

入
れ

が
禁

止

さ
れ

て

い

る
。

全

銀

協

の
預
金

規
定

の

ひ
な
型

の
特

約

で
は

預

入
銀

行

の
承

諾

が
あ

れ

ば
可

能

と

い
う

表

現

に
な

っ
て
お
り

、

こ
れ
を

原
則

で

き

な

い
よ

う

に
改

め
、

証
書

な

ど

の
表
紙

に
譲

渡

・
質

入
れ

の
禁

止
文

言

を

表
示
。

ま

た
、

自

行

預
金

を
自

行

以
外

の
金

融
機

関

な

ど

に
質

入
れ
す

る

こ
と
を
原

則

承

諾
し
な

い
よ

う

に
す

る

ほ

か
、

証
書

・
通
帳

な

ど
重
要

書

類

の
保
管
、

発
行

な
ど

、
各

銀

行

の
事

務
管

理

体
制

の
見

直

し

に

つ
な

が

る
事

例

を
ま

と
め

た
。

511

企
業

に
ノ

ン
バ

ン
ク

な
ど

か

ら
借

り

入
れ

さ
せ

た
資

金

を
低
金



一連の偽造預金証書事件 について(後)

利

の
流

動

性

預
金

に

預
け

入

れ
さ

せ
る

と

い
う

顧
客

に

と

っ
て
逆

鞘

(顧

客

の
損

失
)

の
取

引

が
協

力
預
金

で
あ

る
ー

も

っ
と
も
、

別

の
反
対

給
付

を

期
待

し

て

と
も

い
え
る

が
。

=
々
、

預
金

担
保

融
資

に

つ

い
て

は
、

自

行

(
自
店
)

定

期

で
期

日
が
近

い
も

の
を

解
約

せ
ず

、
満

期

日
ま

で
定

期
預
金

担

保

で
融
資

す

る

こ
と
は
、

顧

客

の
利

益

に
な

る

こ

と
で

あ
り
、

何
等

問

題

な

い
。

問
題

は
他

行
定

期

担
保

で

あ
る
。

全

銀
協

は
、

他

行

預
金

担
保

融
資

は
、

日
本

興
業

銀
行

な

ど
が
東

洋

信
用

金
庫

の
架

空

預
金

証

書

を
尾

上
縫
被

告

向

け
融
資

の
担
保

と
し

て

い
た

こ
と
を
重

視
。

他

行

の
預
金

を
担

保

と
す

る

こ
と
自
体

が
金

融
機

関

と
し

て
は
問

題

が

あ

る

と
し

て
、

原
則
禁

止
す

る

こ

と
を
決

め
た

。

興

銀

の
事

件

は
、

従
来

の
金

融
債

と
担
保

を

一
部

入
れ
替

え

る

形

で
実
施

さ

れ
た

。
す

な

わ

ち
、
株

価

下
落

で
被
告

の
資

金

繰
り

が
苦

し

く
な

り
、

金

融
債

に
代
る

担
保

と
し

て
東

洋

信

金

の
支

店

長

に
架

空
定

期

預
金

証
書

の
発
行

を
懇

請

し
た

と

こ
ろ
か

ら
始

っ

て

い
る
。

預

金
担

保

と

い
う

こ
と
で
貸

出
審

査

が

形
式

的

に
流

れ

る
た

め
、

預

金

担
保

融
資

が
架

空

預
金
事

件

の
温
床

に
な

っ
た

一

事

例

で
あ

る
。

す

で

に
、

日

銀
は
、

「
預
金

の
預

人

銀

行

か

ら

借
り

ず
、

あ

え

て

ほ

か

の
銀
行

か

ら

借
り

る

必
要

性

は

乏

し

い
」

と
指

摘
D
し

た

こ
と
を
、

本

論

の
前

段

で
紹

介
し

て

い
る

通
り

で
あ

る
。

こ
う

し

た

不

透

明

さ

が
、

ノ

ン
バ

ン

ク

の
預

担

融

資

の
背

景

に
存

在

し

た
。

不

動
産

担

保
融
資

と
預

金
担

保

融
資

の
規

制

が
後

の
ノ

ン
バ

ン
ク

経

営

悪

化

・
倒
産

に

つ
な

が

っ
た

こ

と

は
想

像

に
難

く

な

い

。架

空

預
金

証
書

を

担
保

と
し
た

不

正
融
資

は
、

富

士

・
旧
埼

玉

・
東

海

三
行

に
ま

た

が

っ
た

こ
と
は
、
す

で
に
述

べ
た

通
り

で
あ

る
。

し

か
も
、

こ
れ

が
質

権

設
定

承

諾
書

の
偽
造

と

ワ

ン
セ

ッ
ト

に
な

っ
て

い
る
点
、

事

柄

は

極

め

て
悪
質

で
あ
る
。

ノ

ン
バ

ン
ク

と

い
え
ど

も
、

定

期

預
金

証
書

と
質

権

設

定

臨
承

諾
書

が

一
緒

に

備

っ
て

い
る

と
こ
ろ

か

ら
他

行

預
金
担

保

融
資

に
応
ず

る
訳

で
あ

る
1

問
題

は
巨
額

の
証
書

に
拘

ら
ず

、

チ

ェ
ッ
ク
が
極

め

て
杜
撰

な
点

に
あ

る

の
で
あ

る

が
。

(注
)

質

権
設

定

質

権

と

は
、

債

権
者

が
債
権

の
担
保

と
す

る
た

め
、

債

務
者

ま

た

は
そ

の
物

上
保

証

人

(他

人
の
債

務
を

保

証
す

る
た

め

に
自

己

保
有

の
財
産

を
提

供
し

た
者
)

が
提

供
し

た

目
的
物

を
債

務

の
弁

済

が
あ

る
ま

で
債

務
者

の
手

も

と

に
留

置

し
、

債
務

の
弁

済

を
間

接

的

に
強

制

す

る

と

と
も

に
、

も

し

債

務

の
弁

済

が

な

い
と

き

は
、

そ

の
質

物

か
ら
優

先
弁

済

を
受

け

る

こ

と
が
で
き

る
約
定

の

担

保
物
権

で
あ

る
の
。

で

は
、

問

題

の
ケ

ー

ス
を

個

々
に
見

て
ゆ

こ
う
。

ω

富

士
銀

行

の
事

例

内
容

は

二
件

に
分
れ

る

が
、

直

接

の
関

係
者

は

次
長
、

課
長

、

課
長

代

理

と
中
間

管

理
者

ク
ラ

ス
で
あ

る
。

い
ず

れ
も
高

卒

行
員
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で
あ

る

と

こ
ろ

に

一
つ
の
特

徴

が
あ

る
。

あ

る
報

道

鋤
で
は
、

問
題

の
中

心
人
物

に

つ

い
て
、

次

の
よ

う

に
述

べ
て

い
る
。

富

士

銀
行

の
中

村

課
長

は
架

空

預
金
事

件

以
前
、

数
寄

屋
橋

支

店

で
不
動

産

を
扱

う

よ
う

に
な

っ
て

か
ら

「
五
〇

万
円
、

一
〇

〇

万

円
」

と
顧

客

か

ら

カ
ネ

を
貰

っ
て

い
た

こ

と

を

告

白

し

て

い

る
。

「
い

い
仕
事

を

し

て

い
れ

ば
、

そ

れ
も

当

然
」

と

い
う

気

持

ち
だ

っ
た

と

い
う
。

銀
行

が
協

力

預
金

と

い
う

形

で
、

"
お

礼
"

を
貰

っ
て

い
る
。

そ
れ

な
ら

オ

レ
だ

っ
て

。

中

村
前

課

長

は

「
私

は
富

士
銀

行

で

一
番

収
益

を

上
げ

て
き

た

男

。

個

人
定

期

の
獲
得

で
も
全

店

の
渉

外

マ
ン
の
中

で
常

に
五
番

以
内

に
入

っ
て

い
た
。

富

士

の
仲
間

も

私

の
実

力

は
認

め
て
く

れ

て

い
ま
し

た
」

と
言

う
。

南

副

頭

取
も

「
彼
は

や
り

手

の
課
長
。

任

せ

て
お

く

と
相

当

の
こ

と

を

や

っ
て
く

る

と

い
う

こ

と
だ

っ

た
」

と
そ

の

こ

と
は

"
確

認
"

し

て

い
る
。

『中

村

前

課

長

が
籍

を
置

い
た

赤

坂
支
店

の
前

々
支
店

長

は

取
締

役
支

店
業

務

第

三
部

長

、

前
支

店

長

は

秘
書

室

長

に
昇

進

し

た
。

"
で

き

る

支

店

長

"

は

,
て
き

る
男

"

を

さ
ら

に
走

ら

せ
、

結

果
的

に

"
で
き

る
男

"

は
ま

た
追

い
詰

め
ら

れ

て

い
く
。

こ

の
話

は
ま

と
も

に
受

け
留

め

ら

れ
る
も

の
だ

ろ
う

か
。

個

人

定

期

の
話

に
し

て
も
、

純
粋

の
個

人

預
金

と

は
な

か
な

か
考

え
難

い
。

個

人

預
金

に
も
、
事

業

性

個

人
預
金

も

あ

る
し
、

法

人

の
資

金

で
個

人

預
金

を
造

出

(
こ

の
場

合

は
逆

鞘

か

つ
個

人

の
利

子

課

税

の
問

題

が
伴

う
)
す

る

ケ
ー

ス
も
あ

る
。
富

士

で

一
番
業

績

を

挙
げ

た

云

々
に
し

て
も
、

例

の

"
協

力

預
金
"

に
よ

る
不

正
行
為

の
可
能

性

大

で
あ

る

こ

と
は
、

次

の
報
道

羽
か

ら

も
窺

う

こ
と

が

ゆ

む

て
キ
ビる

中

村

元
課

長

が

一
回

目

の
協

力
預
金

を
要

請

し

て
き

た

の
は
、

最

初

の
訪

問

か
ら

半
年

た

っ
た

八
九
年

十

一
月

。

「
富

士
銀

行

が

北
海

道

・
浦

臼

リ
ゾ
ー

ト

開

発

を
バ

ッ
ク

ア

ッ
プ
す

る

こ
と

に
な

っ
た
。

そ

の
窓

ロ
で
あ

る

市

ヶ
谷

支
店

の
支

店
長

が
代

わ

っ
た

の

で
協

力
し

て
ほ
し

い
」

と

い
う

も

の
だ

っ
た
。

八
九
年

十

一
月
末

か

ら

九

〇
年

二
月
末

ま

で
三

カ
月
、

預
金
額

は

二
〇
億

円
。

ノ

ン

バ

ン
ク

か
ら

借
り

て
預
金

す

る
た

め

当
然
逆

ザ

ヤ

で
、

S

氏

の
J

産

業

は

一
〇

〇
〇

万
円

以
上

の
差
損

を

出
し
た

。

二
回
目

は

九
〇
年

三
月

初

か
ら

九
〇
年

六
月

初

ま

で
、

ス
ー

パ

ー

M

M
C

で

二
〇
億

円
。

別

の
ノ

ン
バ

ン
ク

か
ら

借
り

て
、

や
は

り

一
〇

〇
〇

万
円

以
上

の
差

損

を
出

し
た
。

こ

の

と
き

は
、

市

ヶ

谷

支

店
長

自

ら

の
依
頼

だ

っ
た

と

い
う
。

ち
な

み

に
こ

の
市

ヶ
谷

支

店
長

は

中

村
元

課
長

の
前

任

の
赤

坂
支
店

課
長

。

赤

坂
支

店
時

代

の
実
績

が
認

め
ら

れ
、

業

務
企

画

部

次
長

、
市

ヶ
谷
支

店
長

と

昇

進

し

て

い
る
。

三

回
目

は
そ

の
直
後
。

中

村

元

課
長

と
浦

臼
リ

ゾ

ー
ト

開

発
計

画

の
中

心
人
物

で

あ
る
前

述

H

氏

が
来

て
、

赤

坂
支
店

に

一
〇
〇

億

円

の
大

ロ
定

期

預
金

を

入
れ

て
も

ら

え
な

い
か

と
要

請

が
あ

っ

た
。
s

氏

は

渋

々
、
半

額

の
五
〇
億

円

を

ノ

ン
バ

ン
ク

か
ら

借
り

、
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九
〇

年

六
月

末

か
ら
十

月

初

ま

で
赤

坂
支

店

に
預
金

し
た
。

S

氏

の
J

産
業

は

八
九
年

一
月

の
会

社
設

立
だ

か
ら
、

当
時

は

ま
だ

創
業

し

て

一
、

二
年

目
。
富

士
は
J

産
業

に
対

し

て
直

接
融

資

し

て

い
な

い
。

と
す

れ

ば
、
中

村

元

課
長

ら

は
何

を

根
拠

に
巨

額

の
協

力

預
金

を
間

断

な
く

三
回
も

要

請
し
、

S

氏

も

ま
た

そ

れ

に
応

じ
た

の
か
。

J

産

業

の
関
係

者

は
、

「
最

初

は

浦

臼

リ
ゾ

ー

ト

開

発

の
推

進

母

体

に
S

が

役

員

と
し

て
参

画

で
き

る

と

い
う

見

返
り

が

あ

っ

た
。

こ
う

い
う

世
界

で
は

一
〇
〇

〇

万
、

二
〇

〇
〇

万
円

の
お

礼

は
当

た
り

前
。

そ

ん

な

の
は

カ
ネ

の
う

ち

に
入
ら

な

い
と
言

わ

れ

た
」

と
語

っ
て

い
る
。

こ
れ

ら

一
連

の
話

は
支

店

長

な
ど

上
席

者

の
関

与

を

疑
せ

る
も

の
で
あ

る

が
、

そ

の
点

は
別

項

で
追
求

し

て
み

た

い
。

ま

た
、

富

士
銀

行

は
後

に
発

生

し

た

東

洋

信

用
金

庫

事

件

で

も
、

二
百
億

円

の
額
面

の
架

空

預
金

証
書

を

担

保

に
同

額

の
融
資

を

し

て

い
た

と
見

ら

れ

て
お

り

(
日

経
、

九

一

・
八

・
二
七
)
、

二
重

の
お

粗

末

さ

で
あ

る

。

(最

終
債

権

放

棄

額

は

一
六

〇
億

円

日
経
、

九

二

・
四

・
二
九
)

②

東
海

銀

行

の
事

例

当
該
者

は

高
卒
・の
支
店

長

代

理
。

富

士
銀

行

の
不

正
融
資
事

件

と

一
部

関
係

者

が
共

通
し

て

い
る

こ
と

が
特

徴
。
架

空

預
金

の
話

が
金

融
ブ

ロ
ー

カ
ー

の
間

で
話
題

に
な

っ
て

い
る

こ

と
を
窺

わ
せ

る

も

の

で

あ

る

。

③

旧
埼

玉
銀

行

の
事

例

手

ロ
は
富

士
、

東

海

と
共

通
。

幹
部

行

員
。

彼
も

高

卒

行
員

で
、

て

い
た
。

犯

人
は
元
東
京
営
業
部
次
長

の

富
士
銀

の
事
件
内
容
を
承

知
し

鋤

日
本

興
業

銀
行

の
事

例

興
銀

の
場

合

は
、

ま
ず

ワ
リ

コ
ー

担
保

融
資

事

件

が
問

題

に
な

っ
た

が
、

日
銀

は

「
長

期

信
用

銀

行

の
利
付

金
融

債
、

割

引
金

融

債

な
ど

に
も

(預

担

融
資

の
行
き
過

ぎ

と
)
同
様

の
問
題

が

あ

る
」

と
指
摘

罰
し

て

い
る
。

こ

の
こ

と
は
、

興

銀
自
身

が
そ

の
後

「
原
則

と
し

て
割

引

債
担

保

の
融
資

は

三
億

円

を

上

限

と
す

る
」

と
し

て

い
る
の
こ

と

か

ら

も

、
非

は
明
ら

か

で
あ

る
。

し

か
も

、

九

一
年

七
月

末

と

い
う
事

件

発
覚

の
わ
ず

か
十

日
程

前

に
他

の
担
保

(架

空
定

期

証
書
)

に

入
れ
替

え

さ
れ

た

と

い
う

お

粗

末

な

お

ま

け

ま

で

つ

い
て

い
る

の
だ

か

ら
、

話

に

な

ら

な

い

。興

銀
幹

部

は
、

「
東

洋

信

金

の
預
金

証

書

に
し

て
も
、

手

書

き

で
は

い
け

な

い
と

い
う

法
律

は

な

い
。

本

物

の
理
事

長

印

が
押

さ

れ

て

い
れ

ば
信

用

せ
ざ

る

を
得

な

い
」

(
『
財
界
』

一
九
九

一
年

九

月

一
〇

日
号
)

と
強
弁

し

て

い
た

が
、

一
個
人

か
ら
額

面

三

〇
〇
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億

円
の
預
金
証
書

(後
に
偽
造
と
判

明
)
を
受
け
入
れ

て
意

に
介

し

な

い
興
銀
幹
部

の
リ
ス
ク
感
覚

の
甘
さ
に
は
呆
れ
果
て
る
ば
か

り

で
あ

る
。

f

l

後

の
キ

ー

ワ

ー

ド

「
担

保

の

差

し

換

え

」

に
関

連⑤
東
洋
信
用
金
庫

の
事
例

前
代
未
聞

の
架
空
預
金
担
保
の
発
生
源

で
あ

っ
た
同
金

庫

の
当

事
者
も
、
高
卒

の
元

三
和
銀
行
員
だ

っ
た
支
店
長
で
あ

っ
た
。

そ

の
他

の
キ

ー

ワ

ー

ド

に

つ

い
て

も

マ
ネ

ジ

メ

ン
ト

・
リ

ス

ク

の

側

面

が

あ

る

が

、

ま

と

め

て

以

下

の

シ

ス

テ

ム

・
リ

ス

ク

の
項

で
論

じ

る

こ

と

と

し

、

必
要

に

応

じ

て

マ
ネ

ジ

メ

ン
ト

・
リ

ス

ク

と
し

て

の
問

題

点

に

も

注

意

を

喚

起

す

る

こ

と

と

し

よ

う

。

ω

日

本

経
伯済

新
　聞

、

一
九

九

一

・
八

・
二

、七
。

②

『
新

版

・
金

融

実

務

辞

典

』

㈱

金

融

財

政

事

情

研

究

会

、

一
九

九

五

年

、

六

七

八
ぺ

ー

ジ

。

㈹

「
追

い
詰

め

ら

れ

た

"
で

き

る
男

"

た

ち

」

『
金

融

ビ

ジ

ネ

ス
』

東

洋

経

済

新

報

社

、

一
九

九

一
年

一
〇

月

号

、

ニ

ニ
ペ

ー

ジ

。

ω

「
富

士

銀

行

」

「
構

造

汚

染

の

深

淵

」

『
金

融

ビ

ジ

ネ

ス
』

東

洋

経

済

新

報

社

、
一
九

九

一
年

一
〇

月

号

、
一
六
～

一
七

ペ

ー

ジ

。

㈲

日

本

経
等
瀦
新
「聞

、

一
九

九

一

・
八

・
二

七

㈲

同

前

、

一
九

九

一

・
九

・

一
五

九

シ

ス
テ

ム

・
リ

ス
ク

全

銀
協

は
、
事

務
管

理

に

つ

い
て
は

①

証
書

な
ど

重
要

書

類

の
管

理

の
見
直

し

書

き

損

じ

た

預
金

証
書

は

一
ヵ
月

以
上
保
管

し

て
本
店

が
点

検

し
た

後

廃
棄

す

る

②

質

権

設

定
管

理

の
見

直

し

支

店

長

印

は
数

を
減

ら

し

て
使

用
者

を
限

定
す

る

③

事

務

手
続

面

に
お
け

る

相
互

チ

ェ
ッ
ク
機

能

の
強

化
な

ど

預
金

が

一
時

的

に
減

少
す

る

な
ど

異

例
な

取
引

を
責

任
者

が
検

査
す

る

な
ど

の
指

針

を

決

め
た
D
。

本

論

の
キ

ー

ワ

ー
ド

で
次

に

出

て
く

る
も

の
は
、

「
支

店

長

印

の
管

理

徹

底

(盗

用

防

止
)
」

で
あ

る
。

具

体

的

に

は

「
偽

造

定

期

預
金

証

書

の
発
行
」

と

「
偽
∵造
質

権

設
定

承

諾
書

の
発
行
」

を

看

過

し

た

問
題

で
あ

る
。

そ

の

マ
ネ

ジ

メ

ン
ト

・
リ

ス
ク

の
側

面

は
、

前

項

の

「
他

行

預
金

担

保

融
資

」

で
論

議
ず

み
な

の
で
、

こ

こ
で
は

主

に
そ

の

シ
ス
テ

ム

・
リ

ス
ク

の
側

面

を
検

討
す

る
。

最

初

に
す

で

に
挙

げ

た
事

例

を

お
さ

ら

い
す

る
。

九

一
年

七
月

の
大
蔵

省

の
業

務

改
善
指

導

の
中

で
、

今

回

発
覚

し
た

幹

部
行

員

に
よ

る
不

正
融
資

の
手

ロ
は
、

取

引

先

企
業

と
共

謀
し

た

う

え

で
①

架

空

の
預
金

証
書

や

偽
造

の
質
権

設

定
承

諾
書

を
作

成
す

る
②

こ

の
書

類
を

担

保

に
ノ

ン
バ

ン
ク
か

ら

の
融
資

を

引
き

出
す
③

場
合

に
よ

っ
て
は

偽
装

工
作

と
し

て

い
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一連の偽 造預金証書事件 につ いて(後)

っ
た

ん

預
金

と
し

て
積

ん
だ

の
ち
引
き

下
ろ
し

、

取

引
先

に
資

金

を

渡
す
ー

と

い
う

も

の
。

手

法

は
富

士
、

旧
埼

玉
、

東

海

の
三
行

と
も

ほ

ぼ
共

通

し

て

い
た
。

い
ず

れ

の
ケ

ー

ス
も

預
金

の
決
裁
権

限

や
管

理
権

限
を

持

つ
幹

部
行

員

に

よ
る

不

正
取

引
。

内

部
検
査

に
よ

る
チ

ェ
ッ
ク

が
き

か

ず

、

ノ

ン
バ

ン
ク

の
照

会

が
あ

る
ま

で
ま

っ
た
く

わ

か
ら

な

か

っ

た

こ
と

に
、

各

行

と
も

一
様

に
衝
撃

を
受

け

て

い
る
。

ま
た

三
行

と
も
質

権

設
定

承

諾
書

を
作

る
手
続

き

の
ダ

ブ

ル
チ

エ
ッ
ク
体

制

が
不
十

分

だ

っ
た
。

旧
埼

玉

銀

と
東

海

銀

の
ケ

ー

ス

で
は
通

帳

な

し

で
通

知
預
金

の
引
き

出

し

を
認

め

る
な
ど

、

預
金

手
続

き

の
甘

さ

が
行
員

の
不

正
を
許

す

下
地

に
な

っ
た
。

ω

日
本

経

済
新

聞
、

一
九
九

一
・
九

・
四
、

一
八
。

『
ニ
ッ
キ

ン
』

日
本

金

融

通
信

社
、

一
九

九

一

・
九

・
六
。

㊨
支
店
長
印

の
管

理
徹
底

(盗
用
防
止
)

こ
の
問
題

を
ま
ず

一
つ
の
資

料
D
に
基

い
て
整

理
し

て
み
よ

う
。

支
店
長
印
押
捺

の
心
構
え
1
銀

行

の
権
利
義
務

の
証
明

銀
行
営
業
店

で
使
用
さ
れ
る
支
店
長
印
、
支
店
長
代
理
印
な
ど

の
役
職
印
や
押
切
印

(金
融
機
関

の
店
舗
を
表
示
す

る
印
)
な
ど

の
証
印

(権
限
を
有
す

る
者

が
押
す
印
)

は
、
銀
行
の
権
利
義
務

を
証
明
す

る
も

の
で
あ

っ
て
、
権
限
の
あ
る
者
が
そ

の
権
限
を
行

使
す
る
場
合

に
そ
の
証
明

と
し
て
使
用
す

る
。

ま

た
、

個

人

の
認

印
も

自

己

の
責

任
を

証

明
す

る
た

め

に
押
捺

す

る

も

の

で
あ

る
。

支
店

長

印

の
取
扱

い

保
管

・
取

出
し

・
代

行

な
ど

支

店
長

は

自

ら
支

店
長

印

押
捺

根
拠
資

料

を
確

認
し
、

支
店
長

印

押

捺

の
事

由

を
納
得

の
う

え

で
押
捺

す

る
。

支

店
長

印

の
押
捺

は
、

そ

の

つ
ど

「
支

店
長

印

押
捺

依

頼

・
押

捺

記

録
簿

」

に
記
録
す

る
。

支

店
長

印

は
、

支

店
長

が
自

ら
封

納
し

認

印

で
封
印

(割

印
)

の
う

え
、

所

定

の
格

納

箱

に
格

納
し
、

金

庫

内

の
所

定

位
置

に
厳

重

保

管
す

る
。

支

店
長

印

を

使
用

す

る

と
き

は
、

保
管

場

所

か
ら
支

店
長

が
自

ら

取
出

し
、

自

己

の
机

上

で
、

支
店

長
印

押

捺

の
基
本

ル
ー

ル

に

従

っ
て
押
捺

す

る
。

支
店

長

印

押
捺

の
代

行

は
、

支
店

長

が
出

勤

し

て

い
な

い
と
き

(出
勤

し

て

い
る

が
、
在
店

し

て

い
な

い
と
き

は
認

め
ら

れ

な

い
)

に
限

っ
て
支
店

長

印
押

捺

の
代

行

を
認

め

る
。

支

店

長

印

押
捺

代

行

者

は

役
職

責

任
者

中

の
最

上

席
・者

に
限

り

、

次
席

役
職

者

を

立

会
者

と
し

て
、

「
支

店

長

印

押
捺

依
頼

・

押
捺

記
録
簿

」

に
記
録

し

た

上

で
、

格

納
場

所

か
ら

持
出

し
、

営

業

場

の
支

店
長

の
机

上

で
開
封

し

て

取
出

し
、

支
店

長
印

押
捺

を

代
行
す

る
。

で
は
、

問

題

と
な

っ
た

三
行

で

一
連

の
手

続

き

は
ど

の
よ

う

に

行

わ
れ

た

か
。

三
行

と
も

質
権

設

定
承

諾
書

を
作

る
手
続

き

の
ダ
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ブ

ル
チ

ェ
ッ
ク
体

制

が

不
十

分
だ

っ
た

こ
と
は
す

で

に
指

摘

さ

れ

て

い
る
が
、

特

に
富

士

銀
行

の
場

合
、

最

初

の
不
正

取
引

が
あ

っ

た

八
七
年

九
月

か

ら

三

年

半

も

実
態

を

つ
か

ん

で

い
な

か

っ
た

(?
)

点

が
問

題

で
あ

る
。

そ

の
点

で
、

以

下

の
記
事

の
は
、

上
司

で
あ

る
支

店

長

が

"
知

っ
て

い
た

〃

こ
と
を
窺

わ

せ

る
に
十

分

な
資

料

で
あ

る
。

「
不

正
」

は
な

ぜ

見
逃

さ

れ
た

か

八
九
年

二
月

、
富

士
銀

行
赤

坂
支

店

で
重

大

な

不
正
事

件

が

発

覚

し
た
。
今

回
の

棄

空
預
傘

事

件
の
主
役
"
中
村
稔

.
前
赤

坂

支

店

渉

外

課

長

(
三

八
歳

)

の

"
悪

事

"

が

こ

の

と
き

、

初

め

て

明

る

み

に
出

た

。

中

村

前

課

長

が

イ

ン
タ

ビ

ュ
ー

に
応

え

て

し

ゃ

べ

っ

て

い
る

。

「
支

店

長

と

一
緒

に

ハ
ワ

イ

に

行

っ
て

い

る

時

、

あ

る

ノ

ン

、、ノ

ン
ク

か

ら
赤

坂
支

店

に
電

話

が

入

っ
た

ん

で
す

。

『債

権

設
定

承

諾

書

が

不
鮮

明
だ

か
ら

コ
ピ

ー
を

く
れ
』

と
。

と

こ
ろ

が
、

承

諾

書

は

偽
造

だ

か
ら
、

支
店

仁

は
な

い
。

『
ど

う

な

っ
て

い
る

ん
だ

』

と

ハ
ワ
イ

に
問

い
合

わ

せ

が
き

た

ん

で
す

。

こ
れ

で
終

わ

り

だ

な
、

と

ハ
ッ
キ

リ

思

い
ま

し

た
」
。

が
、

こ

の
時

は

中

村

前

課

長

の
と

っ
さ

の
隠
蔽

工
作

で
、
簡

単

に
不
問

に
付

さ

れ

て
し

ま
う
。

「
ど

う

い
う

わ

け

か
、

支

店

長

は
本

部

に
も

連

絡

し

な

い
。

営

業

に

行

っ
て
調

べ
る

で
も

な

い
。

当
時

は
、

握

り

つ
ぶ
し

て
く
れ

た

支

店
長

に
感

謝

し

ま
し

た
。

一
～

二
ヵ
月

間

は
査

察

が
あ

る
ん

じ

ゃ
な

い
か

と

(架

空

預
金

担
保

の
不

正
融
資

を
)

休

み
ま

し
た

が
、

(不

正
融

資

先

の
)

資

金

繰

り

も

あ

っ
て
、

ま

た

再

開
。

支

店
長

が
見

逃
し

た

こ

と
で
、

な

ん
だ

か

開
き

直
り

の
気
持

ち

が
強

く

な

っ
て
ー

L

八
九

年

三
月

時

点

で

の
不

正

融
資

額

は

三

〇

〇
億

円
。

こ

の

時

、

徹
底

究

明

し

て

い
れ

ば

被
害

額

(現

在
明

ら

か

に
な

っ
て

い

る

の
は
約

二
六
〇

〇
億

円
)

は

こ

こ
ま

で
大
き
く

は

な
ら

な

か

っ

た
。

支
店

長

は

な

ぜ
、

追

求

の
手

を

緩

め

て
し
ま

っ
た

の
か
。

「
僕

ら

も

(支

店
長

の
話

に
)
得

心
し

た
」

と
、

そ

の
時

点

か

ち

二
年

も
経

っ
て
究

明

に
乗

り

出
し

た
富

士
銀
行

の
南

敬
介

副

頭

取

が
童
口
う
。

「
中

村

が

『す

で

に

ノ

ン
バ

ン
ク

と
お

客

の
間

で

返

済

の
話

が

つ
い
て

い
る
。

だ

か
ら

(担

保

の
)
預
金

を
解
約

し

た
』

と
。

そ
う

こ
う
し

て

い
る
う

ち

に
、

ノ

ン
バ

ン
ク

か
ら

『
あ

の
照

会

は

こ
ち

ら

の
手
違

い
だ

っ
た
』
と

い
う
連

絡

が

入

っ
た
f

」
。

結

果

オ

ー

ラ
イ
。

銀

行
も

ノ

ン
バ

ン
ク
も

実
損

が

出
た

わ
け

で

な

い
し

、

い
ら

ぬ

波

風

を

立

て

る

こ

と
も

あ

る

ま

い
ー

。

し

か
し
、

融
資

し
た

の
が
銀

行

で

は
な

く

ノ

ン
バ

ン
ク
で
あ

ろ

う

と
、
貸

し

た

カ
ネ

が

返
済

さ

れ

る
前

に
、

銀
行

が
管

理
し

て

い

た

担

保

(預
金

)

が
解

除

さ

れ

て

い
た

と

い
う

の
は
、

銀

行

と
し

て
あ
り
得

べ
か
ら

ざ

る

一
大
事

の
は

ず

で

は
な

い
か
。

銀

行

の
信

用

を
覆
す

よ

う

な

手
続

ミ

ス
。

「今

後

(債

権

設

定

書

を

出

し

た

場
合

は
)

ノ
ー

ト

に
記

入
す

る
よ

う

に
」

と

い
う

一
言

で
済

ま

さ

れ

る
話

で

は
な

い
。

中

村
前

課
長

の
正
気

の
ピ

ン
が

は
じ
け

飛

ん

肝

ゆ

　
　

て

い
た

こ

と

は

童
ロ
う

ま

で

も

な

い
。

が

、

管

理
す

る

側

も

お

か

し
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く
な

っ
て

い
た
。

「
支

店
長

印

の
管

理
徹
底

(盗

用

防

止
)
」

は
、

制

度

的

に
は

整

っ
て

い
た
。

そ

の
点

で
は
、

シ

ス
テ

ム

・
リ

ス
ク
は

な

か

っ
た

と

も

い
え
る
。

し

か
し
、

こ
の
シ

ス
テ

ム

に
は

人
間

に
頼

ら
ざ

る

を

得

な

い
と

い
う
弱

点

が
潜

ん

で

い
た
。

そ

の
人
間

と
は
、

支

店
長

、

副
支

店
長

、

次
長

と

い

っ
た

「
支

店

長

印

」

の
管

理

を
す

べ
き

役
席

者

自

身

で

あ

っ
た
。

「
ダ

ブ

ル

チ

ェ
ッ
ク

体
制

が

不
十

分
だ

っ
た
」

と
言

え
ば
、
う
。葉

は
き

れ

い

事

で
済

む

が
、

元

々
部

下
に
委

せ

切
り

だ

っ
た

の
か
、

犯

人

に
ケ
ロ

い
く

る

め
ら

れ
た

の
か
、
盗

用

を
チ

ェ
ッ
ク

で
き

な

か

っ
た

か

の

い
ず

れ
で

し

か
な

い
。

業

績

至

上
主

義

の
銀
行

の
経
営

姿
勢

と
そ
れ

に
伴

う
現
場

の
業

務
多

忙

の
産

物

と
は

言

え
、

支
店
長

印

押
捺

に

つ
い
て
も

「
ど

こ

に
押

せ

ぱ

い

い

の
か
」
「
こ
れ

で

い

い
の

か
」

と

い

っ
た

調

子

の

安
易

な
役
席

の
姿
勢

が
、

富

士

・
旧
埼

玉

。
東

海

三
行

の

い
ず

れ

に
も

見
受

け

ら

れ
た

こ
と
は
、
責

任
者

の

モ
ラ
ー

ル
低

下

を
物

語

っ
て
余

り

あ

る
。

し

か
も
、

富

士

の
如
き

は
支
店

長

の
黙

認

が
窺

わ

れ

る
な

ど
、

マ
ネ

ジ

メ

ン
ト

・
リ

ス
ク
そ

の
も

の
で
あ

る
。

ω

大
島

鋼

一
「
支
店

長

印

の
保
管

・
取

出
し
、

代

行

押
捺

の
実
務
」

『
銀

行
実

務
』

銀

行

研
修

社
、

一
九
九

二

.
三

.

一
。

勿

「
追

い
詰

め
ら

れ
た

"
で
き

る
男

"

た

ち
」

『金

融

ビ

ジ
ネ

ス
』

東
洋

経
済

新

報

社
、

一
九
九

一
年

一
〇
月

号
、

二

一
ぺ
ー

ジ
。

画

決
裁
文

書

の
二
重

チ

ェ
ッ
ク

こ
の
キ

ー

ワ
ー

ド

に

つ
い
て
は
、

前
項

の

「
支
店

長

印

の
管

理

徹
底

(盗

用

防
止
)
」

と
も

関
連

し

て

い
る
。

最

初

に

こ

の
キ

ー
ワ

ー
ド

が

出

て
き
た

の
は
大
蔵

省

の
業

務

改

善
指
導

の
中

で
あ

る

が
、

具

体

的

に
は
前

述

の
質

権

設

定

承
諾

請

求
書

の
安
易

な
発

行

が
直

接

の
対
象

と
な

っ
て

い
る

と
想

定

さ

れ

る
。す

で

に
述

べ
た
よ

う

に
、
質

権

設

定

承

諾

書

の

発

行

に

当

っ

て
、

支

店
長

印

を
押
捺

し

て
承

認
す

べ
き

役
席
者

の
ダ

ブ

ル
チ

ェ

ッ
ク
機

能

が
空

文
化

し

て

い
た

の
で
は
話

に
な

ら

な

い
。

結

論

は

前
項

で
述

べ
た

通
り

で
あ

る
。

㈲
預

金

証
書

の
請
求

・
廃

棄

こ
の
言

葉

は
、

富

士
銀

行

の
体
質

改
善

計

画

の
中

で

出
て
き

た

表

現

で
あ

る
。

全

銀
協

の
事

務
管

理
指

針

の
中

で
、

「
証

書

な

ど

重

要
書

類

の
管

理

の
見
直

し

(書

き
損

じ

た

預
金

証

書

は

一
か
月

以
上

保
管

し

て
本

店

が
点

検

し

た

後
廃

棄
す

る
)
」

と

し

て

出

て

く

る
。

実
態

は
ど

う

で
あ

っ
た

ろ
う

か
。

ω
富
士
銀
行

の
事
例

富

士
銀

で
は
書
き
損

じ

の
あ

っ
た
預
金
証
書

の
処
分

が
事

実

上
、
支
店

の
渉
外
課
長

や
営
業
課
長

に
任
さ
れ
て
お
り
、
即

日
破

i5S
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棄

処

分

に
す

る

原
則

が
裏

目
に
出

て
、

支
店

外

へ
持

ち
出

さ
れ

る

の
を
許
す

結

果

と
な

っ
た
。

富

士

銀

の
場

合
、

質

権
設

定

承

諾
書

の
偽
造

と

と

も

に
、

「架

空

預
金

」

の
た

め

に
、

発

行

の
取

り

消

さ

れ
た

預
金

証
書

が
持

ち
出

さ
れ

る

と

い
う

二
重

の
不
正

が
あ

っ

た

。

同
行

で

は
書

き

損
じ

の
あ

っ
た

預
金

証
書

の
処
分

や
管

理

が

事

実

上
、

支
店

の
渉
外

課
長

や
営

業

課
長

に
任

さ
れ

て

お
り
、

チ

ェ
ッ
ク
が

及

ぱ
な

か

っ
た
。

他

の
都

銀

で
は

誤
記

入

証
書

に
穴
を

開
け

て
六

ヵ
月

程
度

保
存
、

後

日
枚

数
を

チ

ェ
ッ
ク

で
き

る
体

制

を

と

っ
て

い
る

と
こ
ろ
も

あ

る
。

し

か
し
、

富

士

銀

は
誤

記

入

の

証

書

を
そ

の

日
に
破
棄

す

る

の
を
原

則

に
し

て
お

り
、

今

回

の
よ

う

に
支

店
外

へ
持

ち
出

さ

れ

て
も

、

後

か
ら
十

分
な
検

査

が
で
き

な

か

っ
た
。

行

内

の
検

査

は

三

ヵ
店

と
も

実

施

し

て

い
る
。

神

田
駅
東

が
九

〇
年

四
月
、

赤

坂
が

九

〇
年

+

二
月

、

日
比
谷

が

九

一
年

一
月
。

発
見

で
き

な

か

っ
た

こ

と
に

つ
い
て

「
預
金

は

一
た

ん

は

入
力

さ

れ
た

の
ち

に
即

座

に
取
り

消

さ

れ

て
お
り
、

支
店

の
勘

定

に

の

っ

て

い
な

か

っ
た
」

と
し

て

い
る
。

通
常

、

預
金

証
書

は
重
要

帳
票

類

と
し

て
、

厳
重

チ

ェ
ッ
ク

の

も

と
在

庫
管

理

が
な

さ
れ

て

い
る
。

同

行

の
場
合

、

一
た

ん

入
力

さ

れ
た

預
金

が
取

り
消

さ

れ
た
場

合

、

そ
れ

を

証
明
す

る
書

類
も

出

さ
れ
、

預
金

証
書

の
枚
数

と
照

合

し
、

支

店
長

の
確

認

後
、

そ

の
日

の
う

ち

に
破
棄

さ

れ
る
。

今

回

の
事

件

で
は
、

こ

の
事

務
処

理
が

形
式

的

に
行

わ

れ
た

と
見

る
向

き

が
多

い
。

他

の
上
位

都

銀

で
は
同

よ
う

の
事

務

処

理

を
そ

の
日

の
う

ち

に
行

わ
ず
、

一

ヵ
月
間

保

管
、

二
重
チ

ェ

ッ
ク

の

の
ち
処

分
す

る
。

不

正

に
作

成

さ

れ
た

預
金

証
書

を
担

保

に
、

二
千

六

百
億

円

に

も

の
ぼ

る

大
金

が

融
資

さ

れ

た

が
、

そ

の
資

金

使

途

に

つ

い
て

も

、

明

ら

か

で
は
な

い
。

ノ

ン
バ

ン
ク

に
持

ち
込
ま

れ
た
時

に
銀

行

側

に
確

認
す

れ

ば
事

件

は

未

然

に
防
げ

た

の
で

は

と

い
う
意

見

も
あ

る
。

②

東
海

銀

行

の
事

例

事

件

は
秋

葉

原
支
店

の
前

支
店

長

代

理
が
九

〇
年

秋

か
ら

九

一

年

六
月

に

か
け

て
預
金

証
書

を
担

保

に
入

れ
る

た

め

の
質

権

設
定

承

諾
書

を

行

内
規
定

に
反

し
偽

造
。

七
法

人
、

一
個

人
名

義

の
合

わ

せ

て
十

三
件

の
承

諾
書

を

発
行

し
、

ノ

ン
バ

ン

ク
か
ら
総

額

六

百

三
十
億

円

の
不

正
融
資

を

引

き

出
さ

せ
た
。

い

っ
た

ん

銀
行

に

入
金
、

そ

の
後

そ

っ
く
り

預

金

を
引

き
出
す

と

い
う

手

ロ
。

③

旧

埼

玉
銀

行

の
事

例

外

山
容

疑
者

は

不
正

に

融
資

さ

せ
た
金

を

い

っ
た

ん
同

行

に
定

期

預
金

さ

せ
、

形
式

を
整

え
た

上

で
た
だ

ち

に
解
約

、

全

額
を

引

き

出

し

て

い
た

と

み
ら
れ

て

い
る
。

(
八
十
億

円

の
実
損
)

こ
れ
ま

で

の
調

べ
で
、
埼

玉
銀

で
は
、

預
金

に
質

権

を
設

定
し

た
場

合

、
勝

手

に
預
金

を

引
き

出

せ

な

い
よ

う

に

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ

591

ー

に
登

録
す

る

シ

ス
テ

ム

に
な

っ
て

い
る

が
、

外

山
容

疑
者

は

コ
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ン

ピ

ュ
!

タ

1

登

録

を

し

て

い
な

か

っ
た

と

い
う

。

三
行

の
事

件

に
共
通

し

て

い
る

の
は
、

事

件

に
加
担
し

た

銀
行

側

の
行
員

が

い
ず

れ
も

「
次
長
」

「
課
長
」

「
支
店

長

代

理
」

と

い

っ
た

営
業

部

や
支

店

の
幹

部

行
員

だ

っ
た
点
。

決

済

印
を

使

っ
て

の
証

書

偽
造

な
ど

、

幹
部

行

員

で
な

け
れ

ば

で

き
ず

「
(外

山
容

疑
者

は
)

次
長

と

い
う

立

場

も
あ

り
、

疑

問

に
は
思

わ

な

か

っ
た
」

(協

和
埼

玉
銀

首

脳
)

と

銀

行

に

と

っ
て

は
盲

点

と
な

っ
た

形
だ
。

こ
れ
ら

の
不

正
取
引

が

「
支
店
「長

印

押
捺

依
頼

・
押
捺

記

録
簿

」

に
記
載

さ
れ

て

い
た

と
す

れ

ば
、

役
席

(支

店

長

・
副

支
店
長

)

は
後

日
同
帳
簿

を
見

る
機

会

に
で
も
金

額

の
巨
額

さ

と
質

権

設
定

承

諾

書

発
行

の
頻

度

の
多

さ

に
疑

問

を
懐

く

べ
き

で
あ

っ
た
。

ま

た
、

支

店
長

印

が
盗

用

さ
れ

た

と
す

れ
ば
、

役
席

の
支

店
長

印
管

理

の
杜

撰

さ

が
責

め
ら

れ

る

べ
き

で
あ

る
。

い
ず

れ

に
し

て
も
言

い
逃

れ

の
余

地

の
な

い
無
責

任
振
り

で
、

マ
ネ

ジ

メ

ン
ト

.
リ

ス

ク
そ

の
も

の
で
あ

る
。

で
は
制

度

上

の

シ

ス
テ

ム

・
リ

ス
ク
対
策

は

ど

の
よ

う

に
な

っ

て

い
る
か
、
資

料
D
に
よ

り

確
認

し

て
お

こ
う
。

①

預

金

証
書

・
通

帳

の
保
管

、

発

行
等

①

預
金

証
書

・
通
帳

を
本

部

か
ら
受

領
す

る

際

に
は
、

数
量

の

一
致

を
確

認

し
、
授

受
簿

等

に
受

領
数
量

を

記

録
す

る
。

②

預
金

証
書

・
通
帳

の
営
業

終

了
後

の
保
管

は

預
金
役

席

者

が

行

う
。

③

預
金

証
書

・
通
帳

は
、

預
金

役
席
者

・
担

当
者

に
よ

り
、

入

金

伝
票

、

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
還

元
資
料

等

に
基

づ
き
、

当

日

の
使
用

分

を

確

認

し
、

ま

た

未

使

用

枚

数

と
現

物

と

の

一
致

を

確

認

す

る
。④

預

金

証
書

・
通

帳

の
発
行

は
、

預
金

役
席

者

・
担

当
者

に
限

定

し
、

渉
外

役

席
者

・
担

当
者
等

は
行

わ
な

い
。

ま
た
、

預
金

証

書

・
通

帳

以
外

の
用
紙

を

使
用

し

て
、

預
金

の
受

入
れ
事

務
を

行

わ
な

い
よ

う
徹

底
す

る
。

②

書

損

預
金

証

書

・
通

帳

の
取

扱

い

①

書

き
損

じ
た

預
金

証
書

・
通
帳

(
以

下

「書

損

証
書

等
」

と

い
う
)

に

つ

い
て

は
、

担

当
者

が
書

損

判

を

押
印
し
、

書

損

年

月

日
を
記

入
す

る

か
、

も

し
く

は

発
行

印

の
消

印

に
よ

る
抹

消

を

行

っ
た
後

に
、

役
席

者

が
検

印
を
す

る
か
、

ま

た

は

ペ
イ

ド
打

抜

器

に
よ

る
打

抜
き
、

も

し
く

は

二
穴
パ

ン
チ
等

に
よ

る
複

数

の
穴

開

け
を

行
う
。

②

書

損

証
書

等

の
現
物

は
、

管

理
簿

の
件
数

明
細

を
点

検

し
た

う

え
、

廃

棄

処

分
を

行

う
ま

で
役

席
者

が
保
管
す

る
。

③

書

損

証
書
等

の
廃
棄

は
、

書

損

処

理
後

少
な
く

と
も

一
カ

月

経
過

後
、

ま

た

は
本

部

検
査
時

も
し

く

は
本

部
検
査

後

と
す

る
。

ま

た
、

本

部
検

査
時

以
外

に
廃
棄

す

る
場

合

は
、

支
店

長
ま

た

は

副

支
店

長

が

立
会

う
。
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こ

の
内
容

は

一
連

の
銀
行

不
祥
事

の
対
策
「と
し

て
全

銀
協

が
発

表

し

た
見

直

し
項

目

の

「
参
考
事

例
」

で
あ

り
、

そ

の
点

割
り

引

き

し

て
読

ま

な
け

れ
ば

い
け
な

い
。
事

務
管

理

体
制

面

で
は

シ

ス

テ

ム

・
リ

ス

ク
対
策

と
し

て
有

効

で
も

、

実

際

に
運
用

す

る
側

が

悪

知
恵

の
犯

人

と
盲
判

の
役
席

の
組

合

せ

で

は

心
細

い
限
り

で

あ

る
。

特

に
、

富

士

銀
行

の
場

合

の
よ

う

に
内

部
責

任
者

と

の
共

謀

が
あ

っ
て

は
中

ぱ
お

手

上
げ

で
あ

る
。

ω

事

務
管
理
体
制

の
整
備

と
実
務
上
の
留
意
点
」

『
銀
行
実
務
』

銀

行

研

修

社

、

一
九

九

一

・

一

一

・

一
五

。

㈹

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト
資
料

の
充

実

こ
の
・言
ロ葉

は
、

架

空

預
金
事

件

の

一
翼

を

担

っ
た
東

海

銀
行

の

体
質

改
善

計

画

の
中

に
出

て

く

る
。

す

な

わ

ち
、

「
管

理
者

の
チ

エ
ッ
ク
機
能

強
化

に
資
す

る

ア
ウ
ト

プ

ッ
ト

資

料

の
充

実
」

で
あ

る
。

全

銀
協

の
事

務
管

理
指

針

の

「事

務
手

続
き

面

に

お
け

る
相

互

チ

ェ
ッ
ク

の
強

化
」

に
も

一
脈

通
ず

る

も

の
で
あ

る
。

後

者

は
、

取
消

、

訂

正
等

の
事

務

手

続
、

(事

務

セ

ン
タ
ー

か

ら

の
還

元
帳

票

に
よ

る
管

理
)
、

異

例

取

引

の
チ

ェ

ッ
ク

(特

に

大

ロ
の
異

例

取
引

の
役
席

者

の
検

印
、

ま

た

は
役

席

力
i
ド

に
よ

る

処

理
)
、

無

通

帳

支

払

等

の
便

宜

扱

い

の
チ

ェ

ッ
ク
、

相

互

チ

エ
ッ
ク
機

能

の
強

化

(異

例
取
引

の
担

当
者

・
役
席
者

間

で

の
ダ

ブ

ル
チ

ェ
ッ
ク
、

内
部

・
渉
外

両

部
門

相

互

チ

ェ
ッ
ク
)

等

で
あ

る
u
。

前

項

で
、

富

士

銀
行

で

の
預
金

入
力

・
即
座

取
消

の
支

店
勘
定

不
記
載

の
問

題

や
、

旧
埼

玉

銀
行

で

の
質
権

設
定

の

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ

不
登

録

の
問

題

が
挙

げ

ら
れ

て

い
た

が
、

こ
れ
ら

の
諸

点

の
シ

ス
テ

ム

・
リ

ス

ク
対
策

と
還

元
デ

ー

タ

に
よ

る
管

理

が
組

み
合

わ

さ
れ

て
始

め

て
有

効

に
な

る
。

全

銀

協

の
参

考
事

例

で
は
、

「
異

例
取

引

や
便

宜

扱

い
取
引

に

係

る

処
理

明
細

等

の
日
次
監

査
資

料

を

役
席

に
還

元
す

る

と
と
も

に
、

本

部

の
検

査
部

門
等

の
監

査

を
受

け

る
」

こ
と
を
勧

告

し

て

い
る
。

特

に
A
・
回

の
不
祥

事

に
関

し

て

は
、
①

大

ロ
入
出
金

明

細
表
、

②

定

期

預
金

入
金
取

消

(訂

正
)

明

細
表
、

③

役
席

力
ー

ド
使

用

取

引

一
覧

表
、
④

無

通
帳

取
引

明

細
表

な

ど
数

々

の
還

元
デ

ー

タ

を
活

用
す

る

こ
と
に
よ

っ
て
チ

ェ
ッ
ク
が
可

能

と
な

る
。

た
だ

、

こ
れ
ら

の
還

元
資

料

が
、

か

つ
て
よ

く
あ

っ
た
よ
う

に
営
業

店

の

片

隅

に
放

置

さ

れ

て

い
て
は
何

の
足

し

に
も

な
ら
な

い
。

富

士

銀

行

の
事

件

の
場

合

、

実
態

は
ど

う

で
あ

っ
た

か
、

以

下

の
記
事

21
を
参

考
・と
し

て
考
・え

て

み
よ

う
。

富

士
銀

行
赤

坂
支
店

の
ケ
ー

ス
で

は
、

元
渉

外
課
長

が

コ
ン
ビ

丑

タ
の
端
末
を
操
作
し
、
通
知
預
金
等

の
預
金
証
書
を
発
行
し

た

あ

と
、

今
度

は
キ

ャ

ン
セ

ル
の
手
続

き

を

取

る

と

い
う

行
為

を

繰
り

返
し

て

い
た

。
書

損

し
た

証
書

は
通
常
・、

役
席
者

二
人

の
立

61

ち
会

い
で
廃
棄

さ

れ
る

が
、

渉

外
-課
長

と
営

業
課

長
代

理

が
共
謀

1



一連の偽 造預金証書事件 について(後)

し

て

い
た

た

め
、

八
七
年

九
月

か
ら

今
年

五
月
ま

で
発
覚

し

な

か

っ
た
。

二

人
は

実

態

の

な

い
質

権

設

定

承

諾

書

も

発

行

し

て

い

た
。同

行

の
友

田
順

久
常

務

は
、

「
こ
う

い
う

ケ
ー

ス
で

は

大

ロ
入

出
金
管

理
表

や
定

期
性

預
金

の
新

規

・
解
約

表
、

月

次

の
検

査

な

ど

で
何
重

も

の
チ

ェ

ッ
ク
が

か

か
る
。

管

理

シ

ス
テ

ム

に
蝦
疵

は

な

か

っ
た

が
、

支
店

長
、

副

支
店

長

が
多

忙

で
運

用

面

が
甘

か

っ

た
」

と

い
う
。

東

海

銀
行

で

は
書
損

し

た

預
金

証
書

は

保
存

し

て
お

く

こ
と

に

な

っ
て

い
る
た

め

行
外

に
持

ち
出
さ

れ

て

い
な

い
。

通

知
預
金

の

通

帳

と
支

払

い
伝
票

、

そ

れ

に
偽
造

さ

れ
た

質
権

設
定

承

諾
書

が

ノ

ン
バ

ン
ク

に
入

っ
て

い
た

と

い
う
。

旧
埼

玉
銀

行

の
事

例

で
は

預
金

通

帳

な
し

で
質
権

承

諾
書

を

偽

造
。

取
引
先

企

業

は

こ
れ

を
も

と

に
ノ

ン
バ

ン
ク

か
ら

融
資

を
受

け

て
同

行

に
預
金
す

る
。

元

次
長

は

預
金

通
帳

を
作

成

し

て

ノ

ン

バ

ン
ク

へ
わ
た
す

と

と
も

に
、

取

引

先
企
業

が
支

払

い
伝
票

で
預

金

を
す

ぐ

に
引

き

出
し

た
。

問

題

は
質

権
承

諾
書

の
営
業

部

長
印

が
役
席

以
上

で
あ

れ
ば

押

せ
た

こ
と

と
、

通
帳

な

し

で
預
金

が
お

ろ
せ

た

こ
と
。

現
在

の
協

和

埼

玉

銀

の
規

程

で

は
、

伝
票

で

の
預

金

引

き

出

し

は

で

き

な

い

。ま

た
、

東

洋

信
用

金
庫

の
架

空

預
金

証
書
事

件

の
発
端

も

「
新

約

取
消
」

と
よ

ば

れ
る

富

士
銀

行

と
同
種

の
手

ロ
だ

っ
た

よ

う

で

あ

る
鋤
。

こ
の
た

め
、

富

士
銀

の
営
業

店

電
算

管

理
新

シ

ス
テ
ム

で
は
、

質
権

設

定

承
諾
書

が
、

従
来

、

幹
部

行
員

の
判
断

だ

け

で
発

行

で

き

た

も

の
を
、

発

行

が
請
求

さ

れ
た
時
.点

で
本
部

の

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

で
把

握
、

実

際

に
該

当
す

る
預
金

が
存

在

し

な
け

れ
ば
質

権

設
定

承

諾
書

を

営
業

店

が
勝

手

に
発
行

で
き

な

い
よ
う

に
変

え
た

ヘ

ラ

む

と

、つ

4

し

D

「
異

例

取

引

の
管

理

と

相

互

チ

ェ

ッ

ク

機

能

の

強

化

」

『
銀

行

実

務

』

銀

行

研

修

社

、

一
九

九

一

・

一

一

.

一
五
。

勿

「
免

停

で

も

文

句

は

言

え

な

い

「
架

空

預

金

」

の

お

粗

末

L
『
金

融

ビ

ジ

ネ

ス
』

東

洋

経

済

新

報

社

、

一
九

九

一
年

九
月

ロ丁
、

六

〇

ペ

ー

ジ
。

個
安

西

一
彦

棄

洋
信
金
架
空
預
金
証
書
事
件

.
額
面
三
六
五
五

億

円

L

『
別

冊

宝

島

一
八
六

号

』

宝

島

社

、

一
九

九

三

年

十

月

二

七

日
、

ニ

ニ

O

ペ

ー

ジ

。

の

日
太
-
経

済

新

聞

、

一
九

九

一

・
九

・

一
八

㈹

担
保

の
差

し
換
え

日
本

興
業

銀
行

の
ワ
リ

コ
ー

担
保

融
資
事

件

で

「
担
保

の
差

し

換

え
」
問

題

が
登
場

し
た
。

こ
の
問

題

は
、
最

初

の

「
協

力

預
金
」

の
項

で
関

連

し

て
論

じ
た

と

こ
ろ
で
あ

る
。

ま

た
、

本
論

の
中
段

で
も

詳

細

に
検

討
ず

み

で
あ

る

の
で
、

以

下
要

点

の
み

を

述

べ

る
。
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今

回

(
九

一
年

八
月
)
、

発
覚

し

た
架

空

預
金

担
保

の
融
資

は
、

今

年

七
月
末

に
尾

上
容

疑
者

か
ら

の
申

し

入
れ

で
、

従
来

の
金

融

債

と
担

保
を

一
部

入
れ
替

え
る

形

で
実

施

さ

れ
た

と

い
う
。

興

銀

と
同

行
系

列

の
ノ

ン
バ

ン
ク
を
合

わ

せ

て
、
架

空

預
金

担
保

融
資

は

四
〇

〇
億

円
強

に
の

ぼ
る
見

通

し
だ
。

す

な

わ

ち
、

九

一
年

七
月

末

に
金

融
債

(ワ

リ

コ
ー
)

四
〇

〇

億

円

強

を

他

の
担

保

(後

に
架

空

預
金

と
判

明
)

に
入

れ
替

え

さ

れ
た

の

で
あ

る
。

(
日
本

経

済

新

聞
、

一
九

九

一
年

八
月

二
十

日

よ

り
)

東

洋

信

用
金

庫

(本

店

大

阪
市
)

の
架

空

預
金

証

書
を

担

保

に

し
た

融
資

で
、

尾

上
縫
容

疑
者

か

ら

七
月

下
旬

に
預

金
証

書

を
受

け

入
れ

る

際

に
、

日
本

興
業

銀

行
本
店

が
同

行

大
阪

支
店

の
相
談

を

受

け

て

い
た

こ

と
が
明

ら

か

に
な

っ
た
。

興

銀

の
黒

沢

洋

頭
取

が
十

九

日
、

日
本

経
済

新
聞

記
者

と
の
会
見

で
明

ら

か
に

し
た
。

担
保

に
し

た

預
金

証
書

は
、

東
洋

信

用
金

庫

の
預
金

額

を

考

え
れ

ば
異

常
・に
大
き

な
額

で
は
。

「
そ

の
通

り

だ
。

し

か
し

、

三
〇

〇
億

円

ま

る
ま

る
穴

が
空

く

よ

う

な

担
保

の
取
り
方

で
は

な

い
。

い
わ

ば

預
金

は
添

え

担
保

だ

っ
た
。

尾

上
容

疑
者

は

『
税

務
署

に
資

料

を
出
す

の
で
』

と

い
う

理
由

で
担

保
を

預
金

証
書

に

差
し
替

え
た
。

返
済

の
実
績

が
あ

っ

た

の

で
油
断

し

て
し
ま

っ
た

」

支

店

だ

け

の

判

断

で
、

担

保

の
差

し
替

え

を

認

め

た

の

か
。

「
七
月

の
ケ

ー

ス
は

あ

る
程
度

本

店

と
も

相
談

し

て
や

っ
た
」

担
保

の
差
し

換

え

は

以
前

に
も
あ

っ
た

こ
と
を
窺

わ

せ
る

や
り

と
り

で
あ

る
。

担
保

の
差
し

換

え
手
続

は
規

定
通
り

で
あ

れ
ば

シ

ス
テ

ム

・
リ

ス
ク

の
余

地

は
な

い
こ

と
に
な

る
。

し

か
し
、

結

果

的

に
は
架

空

預
金

証

書

を
梱

ま

さ
れ

て

い
る
。

個

人
取

引

で
額

面

三
〇

〇
億

円

に
異

状

さ
を
感

じ
な

か

っ
た

と
は
到
底

信

じ
ら

れ

な

い

。窓

ロ
担

当
者

の
大

阪
支

店
副

支
店

長

(尾

上
被

告

か
ら

興

銀
株

を

担
保

に
七

五
〇

〇

万
円

借
金
、

後

日
懲

戒

休
職

)

が
相
手

方

と

癒

着

し

て

い
た

と
す

れ

ば
、

こ
れ
ま

た

マ
ネ

ジ

メ

ン
ト

・
リ

ス
ク

そ

の
も

の
で
あ

る
。

お
わ

り

に

協
力

預
金

、

預
金

担

保

融
資
、

架

空

預
金

、

偽
造

質

権

設
定

承

諾
書

等
々

、

ま

さ

に
魑

魅
魍

魎

の
世
界

で
あ

る
。

日
本

の
企

業

、

金

融

界

は
バ

ブ

ル

の
金

ま

み
れ

で
頭

が

お

か
し
く

な

っ
て
し
ま

っ

た

の
か
。

中

味

の
な

い
預
金

と
借

入
れ

の
両
建

て
。

世
界

の
他

の
国

に
比

し

て
、

超
薄

利

.
逆

ザ
ヤ

の
取
引

と
過

重

労
働

の
銀

行

員
。

役
職

者

か
ら

に
し

て

の

モ
ラ
ー

ル

の
低

下
。

一
〇

B

と
し

て
、

銀

行
員

よ
、

も

う

一
度

立

ち

上
れ

と
言

い
た

い
。

他

行

預
金

担
保

貸

し

は
、

B

I
S

規
制

の
リ

ス
ク

ウ

ェ
ー
ト

で

631

一
〇
〇
%

と
さ
れ

て
何

の
妙

味
も

な

く

な

っ
た
。
今

や

バ
ブ

ル

で



一連の偽 造預金証書事件 について(後)

踊

っ
た
紳

士
た

ち

の
影

も

な
し
。
富

士

の
端

田
頭

取

は
九

一
年

七

月

会
長
専

任

へ
。

日
な

ら
ず

し

て
同

行
O

B

の
長

老

の
叱
責

に
逢

っ
て
退

任
。

九

一
年
十

月

に
は

興

銀

の
中

村

会
長

が
東

洋

信

金
事

件

の
責

任
を

と
り

辞

任
を

発
表
。

住
専

国

会

で
古

傷

を

か
か

え

て
再
度

答

弁

し
、

何

故

止

め
な

い

の
だ
ろ

う

と
不
思

議

が
ら
れ

た
興

銀
黒

沢

頭

取
も
代

表

権

の
な

い

会

長

に
就

任

(九

六
年

六
月
)
、
片

や
架

空

預
金

事

件

で

し

ぼ

ら

れ
た
富

士
橋

本

頭

取

は
、
全

銀
協

会
長

と
し

て
住
専

問
題

に
的

確

に
対

処
し
、

代
表

権

の
あ

る

会
長

に
就

任

(同

六
月

)

し

て
、

明

暗
を

分

け
た
。

(
は
し

も

と

・
み

つ
の
り
/

経
営
学

部

助

教
授

)
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